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＼さまさまな事業資金ニーズにスピー ディ ー に対応／
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法人・個人事業主のお客様で、当金庫とのお取引において代位弁済、貸倒れが

無く、または履行遅滞中でない方、かつアイフル株式会社の保証が得られる方

【法 人】1、当金庫の営業区域内で、原則 2年以上事業を営んでいること

（決算を 2期終了している場合は業歴 2年未満でも可）

2、原則として保証協会利用対象業種であること

（農林水産業は可）

3、手形交換所の取引停止処分者でないこと

【個人事業主】1、借入申込時の年齢が満20歳以上70歳未満の方

2、安定継続した収入がある方一
事業性資金

証書貸付

10万円以上500万円以内(1万円単位）

10年以内（または返済回数120回以内）

※元金据置期間1年以内を含む

年10.50％または年13.50%（保証料含む）

元金均等返済または元利均等返済

※繰上返済も可

毎月5日（休業日の時は翌営業日）
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【法 人】 法人代表者の連帯保証が必要です。

【個人事業主】不要
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【法 人】・決算書 2期分

（税務署受付印またはe-Tax利用による受信通知書があるもの）

・ご本人様確認資料

（下記及び履歴事項全部証明書（商業登記簿謄本）

※発行日より 3ヶ月以内のもの）

【個人事業主】・ご本人様確認資料（運転免許証、健康保険証、パスポー ト等）

・所得証明資料

（お申込金額が100万円超の場合必要。確定申告書等）

●その他の資料をご用意いただく場合がございますので、

あらかじめご了承ください。

街に笑顔を！！

高松信用金庫

アイフル株式会社

〇当金庫所定の審査の結果、ご希望に沿えない場合があります。

0当金庫は誠実・公正な勧誘・販売を心掛け、お客様に対し断定的な判断の

提供、事実と異なる説明及び誤解を招く説明・勧誘は一切いたしません。

〇当金庫は反社会的勢力の方からの如何なる申込も、一切受付いたしません。

〇詳しくは、担当者もしくは窓口へお気軽にお問い合せください。
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